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「労働時間法制の見直し」をめぐる動向 

 

◆「ホワイトカラー・エグゼンプション」導入？ 

安倍政権が成長戦略の策定や改革実現のために設置

した日本経済再生本部の下に設けられた「産業競争力

会議」では、「ホワイトカラー・エグゼンプション」（以

下、「WE」という）の導入が検討されています。 

WE については、2006 年に規制緩和策の中に盛り込

まれ、2007 年に法案提出の動きがありましたが、与党

内でも導入を懸念する声があり見送られたという経緯

があります。 

現在、６月に改訂する予定の安倍政権の成長戦略に

盛り込むことが検討されていますが、長時間労働を助

長させるものとして反対する声も多くあり、先行きは

不透明です。 

 

◆中小企業の残業代割増率が引き上げられる？ 

2010 年４月に施行された改正労働基準法により、従

業員数 300 名以上の企業の１カ月の時間外労働時間が

60 時間を超えた場合の割増賃金の割増率は 50％以上

とされていますが、中小企業については適用を猶予し、

３年をめどに改めて適否を議論することとされていま

した。 

このほど、政府は中小企業についても割増率を引き

上げる検討に入り、2015 年の通常国会に労働基準法の

改正案を提出し、2016 年４月からの施行を目指すとの

報道がなされました。 

割増率が引き上げられれば、企業の人件費負担が増

す可能性がありますが、運送業のように残業時間を減

らしにくい業種については、助成金等の措置も検討す

るとされています。 

◆「働き過ぎ対策」の検討 

上記の産業競争力会議では、WE のほかに「解雇規制

の見直し」や「配偶者控除の廃止」等、企業や従業員の

生活に大きな影響を及ぼす事項が検討されていますが、

またこの他に、「法令の主旨を尊重しない企業の取締りの

強化」も検討されています。 

具体的には、ハローワークの求人票に従業員の定着率

や残業時間数の記載を求めたり、労働基準監督署の人員

を増強したりすること等が挙げられています。 

企業としては、今後もこれらの動きに注意を払ってお

く必要があるでしょう。 
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深刻化する中小企業の「事業承継」「廃業」 

 

◆「起業希望者」が急激に減少 

政府が閣議決定した中小企業白書（2014 年度版）で、

経営者の高齢化と後継者不足が深刻化している状況が明

らかになりました。 

また、近年、起業を希望する人を示す「起業希望者」

の数が 160 万人台から 80 万人台に半減し、急激に減少

している一方、起業家数は大きく変化しておらず、毎年

20～30 万人の起業家が誕生していることがわかりまし

た。 

 

◆高齢経営者の約半数が「事業承継の準備不十分」 

事業承継の形態は、内部昇格や外部からの招聘等、親

族以外の第三者への承継割合が増加しているようです。 

後継者の育成期間には「３年以上必要」と考えている

経営者は８割以上に上りましたが、「経営者の年齢別事業

承継の準備状況」を見ると、60 代で約６割、70 代で約

５割、80 代で約４割が、後継者がいないなど事業を引き

継ぐ準備ができていないことがわかりました。 
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継ぐ準備ができていないことがわかりました。 

 

◆増加する休廃業・解散の原因 

近年、休廃業・解散の件数も増加していますが、廃業

を決断した理由として最も多かったのが、「経営者の高

齢化、健康（体力・気力）の問題」（48.3％）であり、

以下、「事業の先行きに対する不安」（12.5％）、「主要な

販売先との取引終了（相手方の倒産、移転のケース含

む）」（7.8％）が続いています。 

 

◆第三者への承継支援策と廃業対策 

これらの結果を受けて、政府は、第三者への承継支援

策と廃業対策を進めていくとしています。 

第三者への承継の支援策としては、外部に後継者を求

める中小企業・小規模事業者に配慮し、高い事業意欲の

ある人材を確保し、後継者ニーズのある企業とマッチン

グさせるとともに、長期的にフォローアップしていくと

しています。 

廃業対策としては、（１）廃業に関する基本的な情報

提供、（２）匿名性に配慮した専門家支援（電話相談）、

（３）小規模企業共済制度のさらなる普及・拡大を図る

としています。 

 

 

「介護」と「仕事」を両立させるために 

 

◆職場環境の整備が重要な課題に 

近年、親や家族などの介護を理由として仕事を辞める

「介護離職」が増加し、大きな問題となっています。 

総務省の平成 25 年発表によると、介護離職する方は

年間 10 万人以上。この中には、企業内で中核的な人材

として活躍する方も少なくなく、こうした人材の離職を

防止するために、労働者が「介護」と「仕事」を両立で

きる職場環境の整備が、企業にとって重要な課題となっ

ています。 

 

◆政府の対応 

団塊世代が 70 歳代に突入する 2017 年前後からは介

護離職者のさらなる増加が予測されるため、厚生労働省

では、介護と仕事を両立できる職場モデルの普及に着手

し、労働者の継続就業を促進しています託 

社会保険・労働保険手続き・就業規則・賃金退職金改定 

 

 

し、労働者の継続就業を促進しています。 

具体的には、民間企業 100 社に報奨金を出し、同省が

委託するコンサルティング会社が両立支援の制度化に向

けた助言を行ってその結果を普及・啓発に活かすこと、

また、介護離職防止のシンボルマークを制定して取組み

の普及・推進を図ることなどが進められています。 

 

◆企業ができること 

このような動きの中、企業側も、介護と仕事の両立へ

の支援を始めています。 

例えば、介護情報をまとめたハンドブックの作成・配

布、セミナーの開催、両立のモデルケースの情報発信…

…。 

介護は、いつ誰が直面するかわからないからこそ、企

業側から早めに働きかけ、情報を提供し、社員との間で

問題意識の共有を図ることが重要な取組みとなると言え

ます。 

社員にいざ介護の問題が発生した場合に慌てずに適切

な対応をとることができるよう、取組みを始めるべき時

期にきていると言えるでしょう。 

 

 

 

2 日 

○ 軽自動車税の納付 

○ 自動車税の納付 

○ 健保・厚年保険料の納付 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない場合） 

○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月 10 日まで＞ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出  

30 日 

○ 健保・厚年保険料の納付 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない場合） 

 

～当事務所よりお知らせ～  

労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届けの 

時期になりました。早めのご準備をお願いします。 

 

助成金申請・人事労務相談・給与計算・介護派遣業申請 

 

６月の税務と労働の手続き続 

 


